
 
 

令和５年２月１０日 
国土交通省関東地方整備局 

相武国道事務所 
 

【第３報】国道２０号における降雪による通行止めの解除について 
 

降雪による安全な通行確保のため、以下の区間・日時において、通行止めを実施していま
したが、路面状況が回復したことから、本日２月１０日（金）２１時１５分をもって解除し
ました。なお、路肩等に雪が残っており、路面凍結の恐れがありますので、引き続き、冬用
タイヤの装着、タイヤチェーンの携行等、通行にあたっては十分注意してください。 

 
 

≪通行止め解除区間≫ 
東京都八王子市南浅川町（高尾山ＩＣ入口交差点） 

 
神奈川県相模原市緑区小渕（山梨県境） 

 
≪通行止め解除日時≫ 

令和５年２月１０日（金） １４時００分   通行止め開始 
令和５年２月１０日（金） １４時３０分    
令和５年２月１０日（金） ２１時１５分   通行止め解除 

 
※国道２０号の山梨県境 及び並行する中央自動車道は引き続き通行止めを継続しており

ますので、各道路管理者の道路情報を確認するようお願いいたします。 
 

通行止めへのご理解とご協力ありがとうございました。 
 

＜発表記者クラブ＞ 
 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、神奈川県政記者クラブ、八王子記者クラブ、相模原記者クラブ 
問い合わせ先＞  
関東地方整備局 相武国道事務所 
電話：０４２ ６４３ ２００１（代表） ：０４２ ６４３ ２３２０ 

      千葉 直志 （内線：２０５） 
管理第二課  羽澤 栄市 （内線：４４１） 

 



国道２０号 通行止め解除

《通行止め解除区間》
国道２０号

《通行止め解除時間》
令和５年２月１０日（金）２１時１５分

出典：地理院地図
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